
対象者対応後
・児童生徒の経過確認（学年主任、学級担任）

・保護者との連絡（学年主任、学級担任）

・教育委員会への報告(校長、教頭)

・関係機関への連絡（教頭、生徒指導主事）

・情報収集、記録作成（教務、養護教諭）

病院への搬送
・こんだこども医院 TEL 043-291-1991

・対応責任者に児童生徒の状況報告（同行者担当職員）

・保護者と事故の状況等の情報共有（同行者担当職員）

※事故の状況等について、詳しく伝えられる教職員が

病院まで同行

救急搬送要請
・119番通報

救命措置・応急手当
・救急隊到着までの対応

養護教諭 （不在の場合 生徒指導主事）

保護者への連絡

対象者対応後
・児童生徒の経過確認（学年主任、学級担任）

・保護者との連絡（学年主任、学級担任）

・関係機関への連絡（教頭、生徒指導主事）

・情報収集（生徒指導主事、学級担任）

病院受診
・こんだこども医院 TEL 043-291-1991

・対応責任者に児童生徒の状況報告

（同行者 学級担任 担当職員）

※事故の状況等について、詳しく伝えられる

教職員が病院まで同行

保護者への連絡
腹痛・窒息、様子の

変化があるか？

現場に急行
・複数人が急行（養護教諭、生徒指導主事、保健指導主事）

・誤飲した内容及び量、症状の把握（養護教諭）

・保護者への連絡 ・教育委員会への報告（第一報）

健康被害につながる事故（誤飲等）への対応
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○ 児童生徒を迅速に救護する。

○ 関係機関等と連携し事故の再発防止策の改善を図る。

対応方針

□ 教職員間の共通理解及び情報共有 □ 日常的な教室等の点検

□ 児童生徒の様子の把握 □ かかりつけの病院や地域医療機関との連携

□ 危機発生時の対応訓練 □ ヒヤリハットの把握

【事前の危機管理】

【発生時の危機管理】

誤飲発覚

緊急対応本部

状況に応じ

□ 危機対応の検証 □ 再発防止策の検討 □ 報告書の作成 □ 教職員間での情報共有

□ 危機管理マニュアルへの反映 □ ヒヤリハット事例への反映

【事後の危機管理】

危機等

対策本部

ある

ない

【事後の危機管理】へ

危機等発生！


